
　

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

国
営
総
合
農
地
防
災
事
業

佐
賀
中
部
地
区

七
分
の
一
（
基
幹
施
設

を
除
く
。）

二
年

十
五
年

年
五
分

　

別
表
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
「
基
幹
施
設
」
と
は
、
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
筑
後
川
下

流
地
区
（
国
営
市
町
村
特
別
申
請
事
業
）
及
び
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
筑
後
川

下
流
白
石
地
区
（
国
営
市
町
村
特
別
申
請
事
業
）
に
あ
つ
て
は
佐
賀
西
部
導
水
路

及
び
佐
賀
分
水
工
の
施
設
を
い
い
、
国
営
総
合
農
地
防
災
事
業
佐
賀
中
部
地
区
に

あ
つ
て
は
川
上
頭
首
工
の
施
設
を
い
う
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

平
成
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十
三
年
三
月
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日
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◎
佐
賀
県
条
例
第
九
号

 　
　
　

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 



　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

参
考
資
料

別
表
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

事
業
名

徴
収
率

支
払
期
間

利
率

据
置

期
間

徴
収

期
間

略国
営
総
合
農

地
防
災
事
業

佐
賀
中
部
地

区

七
分
の
一（  

基
幹
施
設
を

除
く
。）

二
年

十
五

年

年
五

分

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
「
基
幹
施
設
」
と
は
、
国
営
か

ん
が
い
排
水
事
業
筑
後
川
下
流
地
区
（
国
営
市
町
村

特
別
申
請
事
業
）
及
び
国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
筑

後
川
下
流
白
石
地
区
（
国
営
市
町
村
特
別
申
請
事

業
）
に
あ
つ
て
は
佐
賀
西
部
導
水
路
及
び
佐
賀
分
水

工
の
施
設
を
い
い
、
国
営
総
合
農
地
防
災
事
業
佐

賀
中
部
地
区
に
あ
つ
て
は
川
上
頭
首
工
の
施
設
を
い

う
。

別
表
（
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

事
業
名

徴
収
率

支
払
期
間

利
率

据
置

期
間

徴
収

期
間

略備
考　

基
幹
施
設
と
は
、
佐
賀
西
部
導
水
路
及
び
佐
賀
分

水
工
の
施
設
を
い
う
。

2

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

改　
　
　

正　
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　
　

正　
　
　

前




